
様式第１号（第２条関係） 

合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 申 請 書 

 

令和  年  月  日  

 

   龍 郷 町 長  殿 

 

所有者・建築主（いづれかに○印） 

〒   －  

住  所：                   

電話番号：    ―     ―       

氏
ふり

 名
がな

：                ○印  

 

 龍郷町生活排水処理浄化槽の設置及び管理に関する条例第４条の規定により合併処理浄化槽の

設置を申請します。 

記 

ふ り が な  

浄 化 槽 使 用 者 名  

居 住 人 員               人 

建 築 面 積               ㎡          坪 

浄化槽の規模・種類   人槽  Ⅰ 嫌気ろ床接触ばっき式  Ⅱ 分離接触ばっき式 

設 置 場 所 龍郷町            番地 

放 流 先 側溝 ・ 河川 ・ その他（     ）放流方法（ 自然 ・ ポンプ ） 

建 物 の 用 途 専用住宅 ・ 併用住宅 ・ 事務所 （          ） 

設 置 の 理 由 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ その他（          ） 

設 置 希 望 年 月 日 令和   年   月   日頃 

単独処理浄化槽の有無 １ あり   ・    ２ なし 

 ○添付書類 (１)浄化槽設置用地無償使用貸借契約書(2枚) 

       (２)平面図・給排水配管図等 



 

浄化槽設置用地無償使用貸借契約書 

 

  土地の貸借について、龍郷町長（以下「甲」という。）と       （以下「乙」という。）

とは、次のとおり契約を締結する。 

  （貸借物件） 

 第１条 乙は、その所有する末尾記載の土地（以下「土地」という。）を甲に貸し付ける。 

  （指定用途） 

 第２条 甲は、土地を合併処理浄化槽設置用地として使用するものとする。 

  （貸借期間） 

 第３条 土地の貸借期間は、甲が合併処理浄化槽設置工事に着手した時から始まり、その合併

処理浄化槽を撤去するまでの期間とする。 

  （貸借料） 

 第４条 貸借料は、無償とする。 

  （転貸等の禁止） 

 第５条 甲は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

  (１) この土地を転貸または貸借権を譲渡しないこと。 

  (２) この土地を第２条の指定用途以外に使用しないこと。 

  （契約の費用） 

 第６条 この契約の締結に要する費用は甲の負担とする。 

  （疑義の決定） 

 第７条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、またこの契約に定めのない事項

については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。 

 

  上記契約の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自１通を保有する

ものとする。 

 

    令和  年  月  日 

 

甲 住 所 鹿児島県大島郡龍郷町浦１１０番地 

氏 名  龍 郷 町 長         印 

 

乙 住 所                   

氏 名                  印 

  

貸借物の表示 

所  在 地 番 現況地目 面積 ㎡ 備  考 

    人槽 



 

 

様式第６号（第５条関係） 

 

 

合併処理浄化槽使用開始（休止・廃止・再開）届 

 

 

令和  年  月  日   

 

   龍 郷 町 長  殿 

 

（浄化槽使用者） 

〒 

住所                    

 

電話番号   ―   ―      

 

氏 名                 印 

 

 

 

  合併処理浄化槽の使用に関し、下記のとおり届けます。 

 

 

 

記 

 

合併処理浄化槽設置場所 大島郡龍郷町 

開始・休止・廃止・再開の理由 町合併浄化槽設置のため 

開始・休止・廃止・再開の年月日  令和   年   月   日 

 



浄化槽の取扱いについて(お願い) 

 

日頃から、本町の行政の推進に、ご理解とご協力いただき感謝申し上げます。 

さて、当初の使用目的が住居となっている浄化槽について、増築をして使用人数が増

えた場合や、改築等を行い専用住宅が飲食店などに用途が変更された場合などは、既

存の浄化槽の処理能力を超えて適正な維持管理が出来ず、浄化槽の入れ替えが必要と

なる場合があります。つきましては、増築や用途を変更する場合には、生活環境課ま

でご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

 

口座振替のすすめ 

水道使用料，合併処理浄化槽使用料を納める便利な方法として「口座振替」という制度が

あります。この「口座振替」の制度を利用しますと，指定された期日にあなたの指定した口座

から自動的に引き落としてくれるので，納期限におくれることなく，そして納めに行く手間を省

くことができて，大変便利です。「口座振替」の手続きは，各金融機関の窓口で簡単にできま

すので，是非ご利用ください。 

 

利用できる金融機関    ゆうちょ銀行（郵便局），あまみ農業協同組合                

               奄美信用組合，奄美大島信用金庫 

               九州労働金庫 

手続きに必要なもの     預金通帳，通帳届出印 

※ 振替日は毎月２６日（２６日が金融機関の休日の時は翌営業日） 

  また，口座振替届用紙は，生活環境課にも備え付けています。 

 

龍郷町 生活環境課 

TEL：0997-69-4525（直通） 


